


確定拠出年金連絡会講 開催要綱  

1．趣旨   

確定拠出年金制度は、平成13年10月に施行されて以来着実な進展を遂げており、  

今後実施企業数及び加入者数は本格的に拡大していくものと考えられる。   

こうした状況の下、確定拠出年金制度が国民の老後の所得保障の一翼を担うものとし  

て定着していくためには、その導入実態を踏まえ、専門的な観点から意見交換を行って  

いくことが重要である。   

このため、確定拠出年金実施企業を中心に、導入された年金プランに関する実態調査  

を行うとともに、実務面の課題等について専門的な観点から意見交換を行うため、確定  

拠出年金実施企業の担当責任者等の参集を求めて、「確定拠出年金連絡会議」を開催す  

ることとする。  

2．テーマ  

（1）確定拠出年金実態調査の実施  

導入された年金プランの概要、投資教育や資産運用等の状況のほか、実務面に関す   

る意見や要望などについて、実施企業及び加入者を対象に実態調査を行う。   

（2）関係者からのヒアリングや意見交換  

確定拠出年金をめぐる実務的な課題等を中心に、関係者からのヒアリングや意見交   

換を行う。  

3．会議の運営  

（1）会議は、厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長が、確定拠出年金実施企業   

の担当責任者等の参集を求めて開催する。   

（2）会議の議事については、別に会議において申し合わせた場合を除き、公開とする。   

（3）会議の庶務は、厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課において行う。  

4．会議の参集者  

会議の参集者は、別紙のとおりとする。   





。 

確定拠出年金の施行状況について  

平成17年10月31日現在  

厚生労働省年金局  

○ 企業型年金の規約数等   

■ 企業型年金承認規約数  1，583件  

・企業型年金加入者数  約1，570千人（平成17年9月末）（速報値）  

実施事業主数  5，333社   

○ 個人型年金の加入者等  

・ 第1号加入者  

・ 第2号加入者  

24，039名   

29，469名  

計53，508名（資格喪失者を除く）   

27，023事業所  事業所登録  

（注）個人型年金の第2号加入者（厚生年金保険の加入者）となる場合は、あら  

かじめ使用されている適用事業所の登録を行う必要がある。  

○ 登録運営管理機関  685社   










